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三 

地
方
教
育
委
員
会
の
内
申
の
伴
わ
な
い
県
教
育
委
員
会
の
発
令
は
違
法
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
）
で
あ
つ
て
、
効
力
は
な
い
と
解
し
て
よ
ろ
し
い
か
。
違
法
で
あ
つ
て
も
効
力
が
あ 

一 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
い
う
条
件
附
採
用
期
間
中
の
職
員
に
つ
い
て
、
条
件
評
定
書
（
勤
務

評
定
書
）
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
、
こ
れ
に
代
る
勤
務
成
績
良
好
と
判
定
す
る
に
十
分
な
他
の
証
明
が
得
ら
れ

れ
ば
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
に
よ
り
正
式
採
用
に
な
る
と
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
ど
う
か
。
採
用
に

な
り
得
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
法
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

右
に
関
連
し
て
条
件
評
定
書
が
提
出
さ
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
（
評
定
書
提
出
は
本
人
の
責
に
帰
す
べ
き

問
題
で
は
な
い
。
）
条
件
附
採
用
期
間
中
の
職
員
を
解
雇
す
る
こ
と
は
違
法
と
思
う
が
、
ど
う
か
。
違
法
で
な

く
、
こ
の
措
置
が
有
効
に
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
法
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 
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四 

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
法
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

教
員
の
懲
戒
処
分
を
行
う
場
合
、
地
方
教
育
委
員
会
の
内
申
が
な
く
て
も
、
県
教
育
委
員
会
が
一
方
的
に
内

申
権
を
放
棄
し
た
も
の
と
み
な
し
て
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
法
的
根
拠
い

か
ん
。 

五 

電
報
に
よ
る
辞
令
は
法
的
に
効
力
が
あ
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


